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1．はじめに

　日本の少子高齢化は止まらない．長寿はめでたいが，
長生きすることで医療や介護を受けるのに費用がかさみ，
老後のために備えた資金が枯渇して生活が困窮する「長
生きリスク」が問題になっている．特に女性の場合はよ
り深刻である．女性の平均寿命は男性よりも長いため，
未婚・既婚を問わず，「おひとりさま」高齢女性が増え続
ける．厚生年金平均月額（基礎年金月額を含む）は65歳
以上の男性で16万7,388円，女性は10万9,165円（厚生労
働省年金局 2023）と女性は男性に比べて受け取る老齢年
金が少ない．正規労働において男性と女性の賃金格差が
あり，ましてや既婚女性の場合，結婚や出産で就労継続
していない，再就職をしても非正規労働に従事している
場合が多いなど，現役時代の働き方や賃金の差がこの老
後の年金の差につながっている．低所得の専業主婦世帯
では，寡婦になった際の生活困窮リスクが高まり，女性
の貧困問題をさらに深刻化させる可能性がある（丸山 

2022）．
　金融広報中央委員会が公表した「家計の金融行動に関
する世論調査2023年（二人以上世帯調査）」では，全国
5,000世帯（世帯主が20歳以上80歳未満で，世帯員が 2名
以上の世帯）の回答を集計している．平均貯蓄額は，金
融保有世帯のうち，二人以上世帯で平均1,758万円，貯蓄
額が少ない順に並べてちょうど真ん中にあたる世帯の貯
蓄額である中央値は715万円であった（図 1）．金融資産
を保有していない世帯を含むと，平均値は1,307万円，中
央値は330万円である．平均値は少数の高額資産保有世帯
によって大きく引き上げられることがあるため，多くの
世帯の実感とかけ離れた印象をもつ．このような平均値

の持つ欠点を補うために，中央値も併記した．中央値と
は，調査対象世帯を保有額の少ない順（あるいは多い順）
に並べたとき，中位（真ん中）に位置する世帯の金融資
産保有額のことである（金融広報中央委員会 2023）．中
央値は一般的な家計像として捉えることができる．2023
年の金融資産額の平均値は10年前（2013年）の数値と大
きく変わらない．2023年の金融資産額の中央値は715万円
で，むしろ2013年の900万円をピークに下がってきてい
る．この10年で保有金融資産額が低い層が多くなってい
ることを表している．一方，消費者物価指数は年々確実
に高くなっている．
　筆者が比較研究の対象としている男女共同参画社会が
日本より進んでいるノルウェーでは10年余りで世帯金融
資産保有額が 2倍以上になっている．平均値なので，一
部の富裕層が平均を引きあげている可能性もあるが，時
系列でみた場合，年々上昇しており，2020年からは2,000
万円台になっている．日本と同様に，消費者物価指数は
上昇している（図 2）．
　夫婦役割分業意識が根強く残っている日本では，働き
手である夫の築いた資産は夫婦の財産であり，夫の収入
は家族のものとして，妻は家計管理を任されてきた．夫
が亡くなった後は，大方妻のものになるのだからと，妻
は気にも留めていない．性別役割分業下では，既婚女性
（妻）は資産を確保しがたく，夫婦間の金融資産額に格差
が生じている可能性も示唆されている．数年前，ある研
究会が開催され，筆者は既婚女性の金融資産についての
研究成果を報告する機会を得た．質疑応答の際，ある研
究者から，「夫のお金，妻のお金と区別しなくても，妻は
夫よりも長生きしたらいずれは夫のお金を手に入れるの
だから，既婚女性の金融資産形成は必要ないのではない
か．」と発言があった．家族社会学が専門の研究者からも
そういう意見が出されるくらいであるから，世間一般で
はもっと問題意識が薄いのかもしれない．
　女性の資産形成は長らく注目されてこなかった．既婚
女性の資産形成の実態は調べられてもいない．政府統計
には総務省統計局「家計調査」と，「全国消費実態調査」

シリーズ



（2019年全国家計構造調査に名称変更）がある．家計の消
費，所得，資産，負債，耐久消費財，住宅，宅地などの
家計資産が 5年ごとに総合的に調査されているが，世帯
の金融資産はわかるが，夫と妻のそれぞれの名義の金融
資産額はわからない（天野・粕谷 2021）．ましてや既婚
女性の資産形成，資産運用に関する情報は少ない．
　日本においては，物価が上昇を続けているにもかかわ
らず二人以上世帯金融資産保有額の伸びが止まっている．
この状況では，生活費に加え，多くの医療費や介護費用
が必要となる老後への蓄えは不十分となる．夫だけでな

く妻の資産形成の実情と問題点を明らかにして改善点を
指摘して世帯金融資産額を高めて happy life, live longer

を実現させるための意識改革を，国をあげて取り組んで
いく必要がある．

2．既婚女性の資産形成に関する先行研究

　日本の現行の民法は夫婦の財産関係について，夫婦別
産制を採用している（民法762条）．婚姻前から有する財
産と婚姻中自己の名で得た財産は特有財産，夫婦のいず
れに属するか不明の財産は共有財産になるが，世帯内で

図 1　二人以上世帯金融資産保有額の平均値と中央値，消費者物価指数の推移

出所：金融広報中央委員会 知るぽると「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和 4年）」，総務省統
計局調査部消費者物価指数時系列データを基に著者作成
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図 2　ノルウェー世帯金融資産保有額平均値（1NOK＝14円で換算）と消費者物価指数の推移

出所：Statistics Norway（2023a）を基に著者作成
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の夫名義と妻名義の金融資産額の実態についてはほとん
ど明かされてこなかった（藤田・上村 2001）．資産形成
や資産運用を促進する要因としては，学歴，年収，保有
資産額，金融リテラシーがあげられてきた（北村・内野 

2011；塩路他 2013；岡本・駒村 2018；金融広報中央委
員会 2019；関田 2020；Lusardi & Mitchell 2011；Lusardi 

et al. 2011 他）．いずれの要因も女性の方が男性よりも低
い傾向にある．
　女性と財産をテーマとした初の調査となる東京女性財
団「妻と夫の財産調査」（1997）から，御船（1999）は，
夫婦合計10割とすると，妻2.9割に対し，夫7.1割であり，
名義資産の夫婦格差は大きいと指摘している．夫婦の資
産の格差があっても，夫名義の資産は家族のものと考え
る「家族共同性」意識によって，妻と夫の財産の格差を
めぐる問題が取り上げられてこなかったと考察されてい
る．また，同調査から上村（2004）は，妻には自分の家
事労働などの貢献評価があり，「夫の財産は自分のもの」
という強い共有意識から，妻は自己名義財産が形成でき
ない状況を明らかにした．この調査に続く家計経済研究
所「家庭生活に関する調査」（1999）より，御船（2004）
は，妻の名義資産を就業形態で比較し，妻の名義資産割
合が最も高い妻常勤世帯でも，累積収入割合と家事分担
割合，資産形成への貢献の割合に比べ，妻名義資産割合
は小さいという実態を明らかにしている．
　共働き世帯が主流となった近年の「共働き夫婦の家計
と意識に関する調査」（2014）の分析では，妻自身の資産
形成をしている割合は「夫婦共に低収入」の場合は半数
に満たなかったが，「夫婦共に高収入」の場合は 7割を超
えており，妻名義金融資産は夫婦の世帯収入の影響を受
けていることが示された（鈴木 2015）．重川（2020）は，
日本の夫婦別産制は稼得所得は稼いだ人に帰属し，夫婦
が等しく稼げる状況にある場合は問題がないが，妻が主
にパートタイムや専業主婦の場合といった家庭役割のた
めに労働を制限しているような性別役割分業下では妻は
資産を確保しがたい状態にあることを問題視している．
　夫婦のそれぞれの名義資産額の差を生み出す要因とし
て，夫婦どちらが家計の意思決定権を持っているかとい
う点も重要となる．Pahl（1989＝1994）は，夫婦間の資
産形成は，夫婦のどちらの稼ぎが多いかだけではなく，
誰が世帯内の貨幣を「コントロール」しているか，すな
わち，夫婦の勢力関係で規定されることを強調している．
Grabka et al.（2015）は，ドイツのパネルデータ（SOEP 

2007）から7,200カップルの夫婦のそれぞれの名義資産額
の差の要因を分析した．年齢（夫婦の年齢差），収入，就
業形態，相続，夫婦間の勢力の 5つの要因と夫婦の金融
資産額の差を要因として分析した結果，これらすべての
要因が夫婦の金融資産額の差に有意に影響を与えていた

が，なかでも家計の意思決定を誰がしているかが，夫婦
の金融資産額の差に最も大きな影響を及ぼしていた．妻
が家計の意思決定をしている場合は夫婦の金融資産額の
格差が小さくなり，夫が家計の意思決定をしている場合
は格差が大きくなっていた．妻名義の資産形成にかかわ
るその他の要因として，性別役割分業意識，配偶者の影
響，子どもの有無，金融リテラシーなど関係している可
能性が指摘されてきたものの包括的な調査はない．

3．�日本とノルウェーの既婚女性の金融資産形成に
関する比較

　筆者はジェンダー平等が進んでいるノルウェーと日本
の既婚男女を対象として，本人と配偶者（パートナー）
別の収入や金融資産額，さらに金融行動の調査を行った
（「公益社団法人日本経済研究センター研究奨励金」およ
び科研費若手研究（課題番号18K12924）（研究代表者：
佐野潤子），「（公財）村田学術振興財団による研究助成」
より研究助成），佐野（2022, 2023）．ノルウェーは，第二
次世界大戦以前は日本と同様に性別役割分業が当然とさ
れており専業主婦の割合も高かった．しかし，戦後，労
働力不足から女性の労働力が期待され，現在女性の労働
力率は69.5％（Statistics Norway 2023b）（日本は54.2％，
厚生労働省 2022）となっている．さらに，ノルウェーで
は2004年から企業役員に関するクオータ制度（取締役会
の男女の比率をそれぞれ40％以上にしなくてはならない）
が導入され，女性の管理職割合も41.5％（日本は12.6％，
厚生労働省 2022）まで上昇している．一方，日本では，
男性労働者の労働生産を上げ，そのためには仕事以外の，
特に家庭内のことなどは妻が担当し，男性労働者が労働
に集中できるようにする戦略がとられ続けてきた．いま
だに現在の社会保障制度に「内助の功」の名残りがある
ことは知られている（所得税の「配偶者控除」や保険料
を負担しなくても年金が受給できる「第 3号被保険者制
度」は，妻の「内助の功」を評価するために設けられ
た）．このような背景が，夫婦の資産形成にどのような影
響を与えたのか比較調査することとした．
　調査の対象としたのは現役かつ資産を形成しつつある
日本とノルウェー全国からの30歳以上55歳以下の既婚
（事実婚を含む，離死別は含まない）男女である．日本の
女性のみ，正社員334人，パートタイム333人，専業主婦
333人と割り付けた．夫婦のそれぞれの名義の保有金融資
産額の差を確かめるため，本人と配偶者の両方の金融資
産額の回答が得られた場合のみを抽出した．結果として，
日本男性471人，女性469人，ノルウェー男性230人，女性
189人を分析対象とした．



（1）	日本とノルウェーで二人以上世帯金融資産保有額の
比較

　男性回答も女性回答も世帯年収，妻の年収，世帯金融
資産額，妻名義金融資産額のすべての項目においてノル
ウェーの方が日本よりも高かった．世帯金融資産保有額
はノルウェーの方が日本よりも男性回答で約1.6倍，女性
回答で約1.5倍高かった．これは先に述べた図 1と図 2の
結果と一致している．
　ノルウェーの妻名義金融資産額は男性回答約973万円，
女性回答約884万円で，日本の妻名義金融資産額は男性回
答約483万円，女性回答約546万円であった．ノルウェー
は共働きがスタンダードで専業主婦が少ないこと，また
職場でも女性の管理職が多いことなどにより妻の収入が
高いことが世帯金融資産保有額を底上げしたと考える．
ただし，ノルウェーの回答者は妻が正社員の割合が60％，
対する日本は33％であったため，妻の職業形態が結果に
影響を及ぼした可能性がある．そこで，ノルウェーと日
本で夫婦共働き（妻が正社員）の世帯だけで比較してみ
ると，ノルウェーの妻名義の金融資産額は女性回答1,093
万円，日本の妻名義の金融資産は女性回答727万円であっ
た．ちなみに日本のパートタイムの場合の妻名義の金融
資産は女性回答423万円，専業主婦の場合は妻名義の金融
資産は女性回答487万円であった．
1）夫婦の資産額に差が生じる要因
　夫婦の資産額に差が生じる要因について，年齢，教育
年数，夫婦の年齢差，妻年収，20歳未満の子ども数を独
立変数とし，性的役割分業意識，妻の家計の意思決定度，
金融リテラシー，リスク回避傾向，資産運用に積極的か
否かを媒介変数として解析した．
　日本では，夫婦金融資産額に差を生み出す要因として，
妻の年齢，妻の年収，妻の家計意思決定度が重要であっ
た．妻の年齢が高いほど，夫婦の金融資産額の差は大き
くなり，妻の年収が高いほど，夫婦の金融資産額の差は
小さかった．正社員の場合は，年功序列賃金から年齢が
上がれば収入も増えるが，妻は正社員よりもパートタイ
ムや専業主婦の割合が高いため，年齢とともに夫との収
入差が大きくなるためと考える．
　そして「妻の家計意思決定度」が高いことが，夫婦の
金融資産額の差を小さくしていた．生活費，貯蓄プラン，
資産運用に対する意思決定が，日本では，「常に妻」と
「妻が多い」の 2つを合わせると，生活費は64.2％，貯蓄
プランは46.1％，資産運用は31.6％であった．ノル
ウェーの回答は，生活費，貯蓄プラン，資産運用の 3項
目すべてにおいて，「 2人で共同」で決めるという回答が
半数を占めていた．日本では日常のお金の出し入れは妻
が主に決めていることが明らかとなった．これは『第 7
回全国家庭動向調査』（国立社会保障・人口問題研究所

2023）の「家計の分配や管理・運営」は「妻が決めてい
る」のは62.3％，「一緒に」は22.8％，「夫」はわずか
14.9％と，妻の裁量権が大きいという結果と同様であっ
た．
　性別役割分業意識を見ると，男性が一家の経済を支え
るべきであるという考えは，予想通り日本がノルウェー
より強かった．日本では，「夫の収入は家族共通のもの」
と考える傾向が高く，「夫の稼得役割を当然とし，妻は家
計管理の役割を担う」という意識が根強い．これが，妻
が主に家計意思決定していることにつながっていた．夫
婦間の贈与に関しては，年間基礎控除110万円までは認め
られている．本調査では夫婦間の金融資産の移転までは
調査していないが，妻が家庭内の仕事を一手に引き受け
ることで，夫の収入，夫の金融資産を「家族のお金」と
して管理し，意思決定しているので，もともとは夫の収
入だった「家族のお金」の余剰金の一部，あるいは全部
を当然のこととして妻名義の金融資産額にまわしている
のかもしれない．現状，日本の妻は一見日常のお金の使
い方に不便を感じることが少ないのであろう．中川
（2023）は，妻が主に家計の意思決定をしているほど妻の
夫婦関係満足度が高いと指摘している．一方，ノル
ウェーは夫婦（パートナー）の収入や金融資産は共同で
管理している．ノルウェーでは事実婚の割合が高いこと
も関係しているのかもしれない．Statistics Norway 

（2023c）によれば，事実婚（cohabitant）の割合は，30歳
以上55歳未満の男性約24％，女性21％である．本調査で
は法律婚が72.5％（435人），事実婚が13.5％（81人），同
棲（sambo）が14％（84人）であった．日本とは結婚制
度の違いもあり，自分の収入は自分で管理し，生活に必
要な費用は互いに出し合い，手元に残った自らの収入を
それぞれ資産形成していると考えられる．
2）	ノルウェーと比べて日本では，資産の運用に対して消
極的か

　資産運用については，予想通り，日本の方がノル
ウェーよりも慎重であった．特に日本とノルウェーの女
性で比較すると，日本の女性は資産運用に慎重で，リス
ク回避傾向が高かった．しかし，日本女性の正社員に
限っては，ノルウェーの女性よりもむしろ資産運用に前
向きであった．正社員として自らの収入があることが，
女性の資産運用の鍵であることがうかがえた．

（2）妻の就業形態が妻名義の金融資産形成におよぼす影響
　日本の夫婦を対象とした調査では，妻の就労形態が正
社員334人，パートタイム333人，専業主婦333人と均等に
割り付けた．妻名義金融資産額は，定期的収入のある正
社員の妻やパートタイムの妻が高く，専業主婦の妻が最
も低いと予想したが，実際は，正社員の妻が727万円，次



いで専業主婦の妻が487万円，パートタイムの妻が402万
円と，妻名義金融資産額は専業主婦の妻がパートタイム
の妻よりも高かった．配偶者（夫）の金融資産額は，妻
が正社員の場合は690万円，妻がパートタイムの場合は
613万円，妻が専業主婦の場合は666万円であった．妻が
パートタイムで働いているケースでは，配偶者（夫）の
金融資産額も低いことがわかった．
　妻が正社員の夫の年収は約566万円，パートタイムの夫
の場合は644万円，専業主婦の夫の年収は約641万円で
あった．妻が正社員の夫の年収は一番低かった．妻が正
社員で働いているのは，夫の年収が高くないからである
とも考える．また，正社員の妻の平均年齢が41.8歳，夫
が44.1歳であった．パートタイムの妻は45.3歳，夫は
47.4歳，専業主婦の場合は44.4歳，その夫は46.8歳であ
ることから，妻が正社員とその夫はいずれも平均年齢が
低い．妻の就業形態別夫の年収と夫の金融資産額の違い
には年齢の影響もあるだろう．
　夫婦の資産運用の意思決定権について調べてみると，
いずれの就業形態においても生活費と貯金の意思決定を
妻が主にやっている割合が最も高かった．しかし，資産
運用の意思決定権になると妻が主導権を握っている割合
がトーンダウンする．それでも妻が正社員の場合は妻が
主に資産運用の意思決定をしている割合が多い．妻が
パートタイムの場合は夫が主導と妻が主導の割合が半々
で，妻が専業主婦の場合は夫が主導権を握っている割合
が多かった．なぜ日本では妻の家計意思決定が大きいの
かを探るべく，両国で，男女それぞれ夫と妻の収入を，
「すべて稼いだ夫（妻）のものである」から，「半分半
分」，「すべて家族共通のものである」，まで 5件法でたず
ねた．日本では妻の収入よりも夫の収入に対して家族の
ものであるという意識が男女ともに高かった．対照的に
ノルウェーでは夫の収入は家族のものと回答する割合が
男女ともに低く，妻の収入は家族のものという回答が多
かった．
　日本では，夫婦ともに，「夫の収入は家族共通のもの」
と考える傾向が高く，「夫の稼得役割を当然とし，妻は家
計管理の役割を担う」と考え，妻が主に家計の意思決定
をしている．アメリカの研究では，夫婦間のコミュニ
ケーションが重要であることを強調しており，経済的な
重要な決断を，ただ夫に任せてしまう女性は，長い目で
見ると不利になる可能性があると指摘しており，妻が意
思決定をしていることが，夫に先立たれた後の経済的困
窮から救うという（Babiarz et al 2012）．日本では，妻が
家計を握っていることで，夫に先立たれた後の生活の漠
然とした安心感につながっているのであろう．しかし，
この性別役割分業意識は夫と妻の金融資産格差の縮小に
は役立っているものの，世帯全体の資産を縮小化させて

いる現状が垣間見れる．

4．考　察

　日本では「一家の大黒柱は夫である，妻は家にいて家
計のやりくりをする」という男性の稼得役割意識が夫婦
共にいまだに高い．夫の収入は家族のさまざまな消費に
使われ，その残りが夫名義金融資産となる．妻の収入は
生活費に使われない場合は「家族の」貯金に回り，妻名
義金融資産になる．そのため，妻と夫の収入の差よりも，
妻名義金融資産額と夫名義金融資産額の差が小さくなっ
ている．田中・坂口（2017）は，妻が正社員で収入が
あっても，旧来的な家計運営（夫の収入は家族のもの，
妻の収入は補助的な位置にある）が多数を占めており，
妻の収入は貯蓄となっていると指摘している．これは，
妻の年収が高いほどより貯金ができているという今回の
調査結果を裏付ける．日本の夫は一家の経済を，妻は家
計管理を含む家事労働を主に担うことが資産保有に反映
される仕組みは，夫名義と妻名義の金融資産額の格差を
小さくし，一見不平等に見えない．しかし，夫名義金融
資産額と妻名義金融資産額を合わせた世帯の豊かさには
つながっていない．この状況を反映して，1993年から
2023年の30年間世帯金融資産保有額が頭打ちとなってい
る．対照的に戦後，労働力不足から女性の労働力が期待
され，男女共同参画社会を実現させてきたノルウェーで
は10年余りで世帯金融資産保有額が 2倍以上になってい
る．
　家庭の中で，男性は市場労働に，女性は家事労働にと
分業を行うことが，家庭内生産性を高めることになる，
という Becker（1985）の理論が有名である．これに対し
て Owen（1987）は，「家庭内分業は非効率で，男女間の
労働の資源を浪費している」と批判した．篠塚（1995）
は Owenの主張が日本に当てはまるかを実証分析した．
その結果，共稼ぎ世帯の合計収入と，貯蓄残高が片働き
世帯よりも多かったことを確認し，分業をしている専業
主婦のいる家計では，「女性を家事労働に閉じ込めるとい
う点で人的資源の浪費になっている」と指摘した．約30
年前の当時は，女性のキャリア形成のための施策が今よ
りも十分に整備されておらず，保育所やベビーシッター
などの費用を考えると，就労継続をしない選択がむしろ
経済的に効率と考えられた．ノルウェーは1978年に男女
平等法が，ノルウェーの男女平等に関する基盤と制定さ
れたことから，労働環境では保育園の整備，取締役会に
おける性別クオータ制度（10人以上の取締役会にはいず
れの性も40％を下回らない）が2004年に制定され，育児
環境ではパパ・クオータ制度（パパ・クオータ期間は母
親が代わりに育児休業を取得できないため，父親が使用
しなければ育児休業の権利は没収され，家庭全体の育児



休業期間は短縮される仕組み）が世界で初めて1993年に
制定されるなど，さまざまな施策が日本よりも先に行っ
ている．その結果が両国の世帯金融資産額の差につな
がっている．
　妻も自らの収入を得て，夫ともにより豊かな暮らしを
選択するのが合理的である．妻の収入があるほど，資産
運用にも積極的であった．女性が自らの収入を持つこと
は貯蓄を増やすだけではなく，資産を運用することにも
つながり，老後の安心にも続く．女性のみが家事育児に
縛られて，働き方を制限されるのではなく，家事など家
庭内の責任について考えなおし，職場でも家庭でも男女
共同参画の実現が急務である．ノルウェーの研究者に男
女共同参画が進んでいて羨ましい，と話したら，"We are 

still fighting!” と，即座に言葉が返ってきた．橘木・迫田
（2020）は性別役割分業の終焉によって，一家の経済を
担ってきた男性の心身の健康も回復できると指摘してい
る．性別役割分業は女性の生き方特有の問題ではなく，
男性の問題としても取り組むべきである．
　今年のゼミ生の卒業論文のために行った女子学生への
アンケートの結果を見ると，「結婚したら，夫と共同でお
金を管理したい」という回答がとても多かった．若い世
代は彼らの親世代とは異なり，家計の意思決定をすべて
妻が握るのではなく，夫婦共同でやりたいと思い始めて
いる．共同で管理したいお金は，夫の収入だけではなく，
妻の収入も併せた大きなお金であることを期待したい．
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